
事 業 者 殿

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は労働災害防止団体の諸行事にご協力いただき厚く御礼申し上げます。
さて、本年も間もなく新入社員を迎える時期になりました。
新たな決意を持って社会に出て、産業界の一員になられた新入社員の方々を労働災害から守るため、
入社時には安全衛生教育が義務付けられています。
当支部では、労働安全衛生法に定められた「雇い入れ時の安全衛生教育」を事業主に代わって実施いたし
ます。（労働安全衛生法第59条に基づく法定教育）
また、事業場の教育担当者の方々にとっても、より良い新入社員教育をする為に大変参考になると思います。
労働災害をなくすため、この機会により多くの方々に受講して頂きたく、ご案内申し上げます。

１．日時 令和8年4月14日(火)　13：40～16：35　　（13時20分より受付）
２．会場 神奈川労働プラザ　3F　多目的ホールB

　横浜市中区寿町1-4　TEL：045-633-5413
３．受講対象 新入社員、事業所労務・人事・安全衛生担当者
４．内容 別添カリキュラムのとおり
５．定員 80名
６．受講料 会員1名につき　　　　 5,000円（テキスト、資料代、消費税含）

非会員1名につき　　　 7,000円（テキスト、資料代、消費税含）
７．申込み締切り 4月7日(火)　定員に達し次第締め切ります。
８．申込み方法 ①支部ＨＰからのＮＥＴ申込み、又は下記申込み先へＦＡＸでお申込みください。

    ＊労安協会員のＮＥＴ申込みは300円割引があります。
②受講料は、講習会一週間前までにお振込みください。
③振込み手数料は、貴社にてご負担願います。
④請求書が必要な場合は、　※請求書　要に○及び送付先住所をご記入ください。

９．申込み先 　　　　（公社）神奈川労務安全衛生協会　横浜南支部
　　　　　横浜市中区太田町1-20　三和ビル4階C　事務局
　　　　　〔振込先〕　横浜銀行　本店営業部　（普通）0105439
　　　　　〔口座名義〕　社）神奈川労務安全衛生協会　横浜南支部
　　　　　　℡　045-651-4701　　　　　Fax　045-651-0862

１０．修了証 受講者には「新入社員安全衛生教育」修了証を交付いたします。
１１．その他 キャンセルは、講習会7日前までにご連絡ください。

連絡がない場合は受講料の返金はできませんのでご了承ください。
※受講票の発行はございませんので、当日直接会場で受付をしてください。

（公社）神奈川労務安全衛生協会　横浜南支部　行 令和平成　  　　年　　　　月　　　　日

新入社員安全衛生教育 申込み先　FAX　045-651-0862

事業所名

電話 ＦＡＸ

振込日 　　　　　　　月　　　　　日　予定　　 会員番号

※請求書　要　　送付先住所：〒

備　　考

（公社）神奈川労務安全衛生協会　横浜南支部　お申込みを受付ました。　　　　月　　　　　日　　　　　印

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

氏　　　　　名 ふ　り　が　な 生　　年　　月　　日

担当者　(部署）

令和7年12月2日

（公社）神奈川労務安全衛生協会　横浜南支部
支部長　　冨永　潤

記

「新入社員安全衛生教育」　開催のご案内



時　間
13:20～

13:40
13：40～

13:45

13:45～ Ⅰはじめに

15:05 Ⅱ安全につながる仕事の基本

(80分） Ⅲ職場の安全衛生管理

Ⅳ安全な仕事の基本

Ⅴ安全な仕事の進め方

15:15～ Ⅵ安全で快適な環境のために

16:35 Ⅶ日常生活でも気を付けよう

(80分） Ⅷ健康に過ごす

Ⅸむすび

16:35～
　※　使用テキスト「新入者安全衛生テキスト」中災防編　№23321
  ※　『新入者のための安全衛生ABC』 No.21545 進呈             

会場：労働プラザ（横浜市中区寿町1-4）　
　　　　ＪＲ根岸線　石川町駅北口（中華街駅）　徒歩５分

新入社員安全衛生教育　　カリキュラム

講　習　項　目 講　師

挨　拶 事務局

エムパワー・オフィス
経営教育コンサル

タント
辻　勝也講師

15:05 ～ 15:15　休憩

ＲＳＴトレーナー
山科　泰之講師

修了証交付 事務局

事務局受　付


